
北陸地方整備局

最近の話題

令和元年度（前期）生産性向上等説明会資料
資料－７

※本資料は、国土交通省、北陸地方整備局が作成した資料等により構成されています。
また、数値については速報値であるため、今後変更する場合があります。



○ 週休２日対象工事の適用を拡大し、働き方改革を推進
○ 週休２日の取得に取り組む企業を拡大するため、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費につい

て、現場閉所の状況に応じて補正係数を乗じ、必要経費を計上
○ また、発注者指定方式の試行を新規に取り組み、施工条件確認部会・工程調整部会の原則開催及び工程共

有強化型の試行を継続

建設現場における週休２日 取り組み状況

■週休２日モデル工事の取り組み状況（４月末時点 契約件数ベース） ※協議中の工事を除く

60件
102件

希望する

希望しない
希望率37％

H29年度

209件
123件

希望する

希望しない

H30年度（4月末時点）

（件）

希望率63％

26％ＵＰ

1

H29年度版運用 H30年度版運用
標準型 154（54） 305（187）

工程共有強化型   8（6）  11（6）
162（60） 316（193）

発注者指定方式 標準型 － 16（16）
162（60） 332（209）

37% 63%

合　 計
希望率

※上表の数字は、協議中の工事を除く

H31.4末時点
契約件数（希望件数）

受注者希望方式

　　　　　　　　　　　　　 小計



週休２日に取り組む際の必要経費の計上

※ 元下問わず参加しているすべての企業で適正な価格での下請契約、賃金引上げの取組が浸透するよう、発注
部局と建設業所管部局で連携

■補正係数
平成29年度

4週8休以上

労務費 －

機械経費（賃料） －

共通仮設費率 1.02

現場管理費率 1.04

平成30年度、令和元年度

4週6休 4週7休 4週8休以上

1.01 1.03 1.05

1.01 1.03 1.04

1.01 1.03 1.04

1.02 1.04 1.05

※ 建築工事は、労務費の補正のみ

○ 週休２日で施工する場合には、現状より工期が長くなり、現場事務所等の土地代や安全施設のリース
代等を含む共通仮設費や現場技術者の給与等を含む現場管理費、機械経費が官積算の計上額とか
い離する可能性

○令和元年度は、平成30年度から試行している労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管
理費率の補正を継続し、週休2日の実施に伴い必要となる経費を適切に計上

※ 令和元年度は、平成３０年度の補正係数を継続適用。
2



　工期設定
　積算基準書に基づく

　　 ※工期算定支援システム活用を原則

　入札段階 　工期の設定根拠を特記仕様書で提示

　契約後段階
　・施工条件確認部会と工程調整部会の開催を必須

　・工程共有表（ＣＣＳ等）に休日計画・実績を明記

　費用の補正
　・当初より4週8休の補正係数による費用を計上

　※補正係数はH30を継続

　成績評価
　・達成（現場閉所・4週8休以上）できた場合に評価

　・受注者の責により確保できない場合は、実施状況に応じて減点を行う

受注者希望方式(工程調整標準型)R1年度 発注者指定方式

　同左

　同左

　・現場閉所状況に応じて、各経費を補正し、請負代金額を変更

　　※補正係数はH30を継続

　・達成（現場閉所・4週8休以上）できた場合に評価

　・未達成の場合でも減点は行わない

　・施工条件確認部会と工程調整部会の開催を必須

　・工程調整部会の開催頻度は、２～３ヶ月に１回を目安に受発注者どちらから

　でも書面
※

で申し出があった場合に開催するものとする。

　　※開催経緯を記録として残すため。

北陸地整における「週休２日に取り組む工事」 H30・R1比較

標準型 工程共有強化型

　工期設定
　積算基準書に基づく

　　 ※工期算定支援システム活用を原則

　入札段階 　工期の設定根拠を特記仕様書で提示

　契約後段階
　・施工条件確認部会と工程調整部会の開催を必須

　・工程共有表（ＣＣＳ等）に休日計画・実績を明記
　同左

　同左（加えて、工程調整部会を

　　　　　１回／月以上開催）

　費用の補正

　・4週8休以上を達成の場合、各経費を補正し、請負代金額を変更

　・4週8休に満たないものは、補正なし

　　                          【4週8休≦】

　　　労務費　　　　　　       1.05

　　　機械経費（賃料）       1.04

　　  共通仮設費　           1.04

　　  現場管理費　           1.05

　成績評価
　・達成（現場閉所・4週8休以上）できた場合に評価

　・受注者の責により確保できない場合は、実施状況に応じて減点を行う

　・現場閉所状況に応じて、各経費を補正し、請負代金額を変更

　　             【4週8休≦】  【4週7休≦＞4週8休】  【4週6休≦＞4週7休】

　労務費　　　　　　  1.05               1.03                         1.01

　機械経費（賃料）  1.04               1.03                         1.01

　共通仮設費　      1.04               1.03                         1.01

　現場管理費　      1.05               1.04                         1.02

Ｈ30年度 発注者指定方式
受注者希望方式

　同左

　同左

　・達成（現場閉所・4週8休以上）できた場合に評価

　・未達成の場合でも減点は行わない
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○ 週休２日対象工事の適用を拡大し、働き方改革を推進
○ 週休２日の取得に取り組む企業を拡大するため、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費につい

て、現場閉所の状況に応じて補正係数を乗じ、必要経費を計上 【継続】
○ 工程調整部会の開催頻度について、これまで１回／月以上で試行してきた「工程共有強化型」を、１回／

２～３ヶ月を目安に受発注者どちらからでも書面の申し出により開催することができる「工程調整標準型」
として新たに取り組む【新規】

○ 発注者指定方式は、比較的規模の大きい「一般土木や橋梁上部」など５０件程度【拡大】

建設現場における週休２日の取り組み （令和元年度）

■週休２日対象工事の拡大
供用時期に制約のある工事等を除き、週休２日対象工事の適用を拡大

4

※H30年度の件数はH31.4末時点

Ｒ１年度（目標）

対象工事件数 取組件数 対象工事件数 取組件数 対象工事件数

標準型 154 54 305 187

工程共有強化型 8 6 11 6

工程調整標準型 （500件程度）

162 60 316 193

発注者指定方式 標準型 16 16 （50件程度）

上表の数字は、公告・協議中の工事を除く

　　　　　　　　　　　　　 合計

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度　※

受注者希望方式



【２０１９ ＧＷ】 週休２日推進に向けた取り組み（案）

・２０１９年ゴールデンウィークは、４／２７（土）～５／６（月）の１０連休。
・今後、建設業全体のさらなる週休２日の取り組みを推進するためには、

各発注機関の統一的な現場閉所に取り組むことが重要。

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
昭和の日 国民の休日 天皇即位の日 国民の休日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振替休日

4　月 5　月

受発注者間で調整

北陸地方整備局管内の発注機関による統一的な取り組み

【取り組み内容】
○建設業の働き方改革に向けた取り組み姿勢を示すため、 発注機関が連携し、

GW期間（１０連休）の現場閉所を各発注機関から受注者へ提案。
○GW期間全ての現場閉所が困難な場合は、土日やそれ以外の連続した日

など一部期間を現場閉所とするよう受発注者間で調整。
○対象工事は、工期にGWが含まれる全ての工事。
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6

週休２日の運用について 北陸地整運用（案）

■週休２日の定義
・対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう
・工事着手日から現場完了日までの期間で、２８．５％（８日／２８日）以上の現場閉所を行ったと認められる状

態をいう。
・例えば、週休２日、４週８休に限らず、工事期間中に現場閉所を連続して実施し、２８．５％以上を確保しても

よい。
・また、週休２日の取得に取り組む企業を拡大するため、４週６休以上の現場閉所について、状況に応じた補
正係数を設定し、建設現場の週休２日の実現に取り組んでいる。

現場の閉所状況 現場閉所率 備考

４週８休以上 ２８．５％以上 ８日／２８日

４週７休以上４週８休未満 ２５．０％以上２８．５％未満 ７日／２８日

４週６休以上４週７休未満 ２１．４％以上２５．０％未満 ６日／２８日



～ 週休２日の確保 ～ 受発注者間の工程共有 （例）

クリティカル工程共有表（CCS）　（ 例 ）　○○○トンネル舗装工事 平成●年●月●日作成

1 式 40

上1下1

1,200 ｍ
3 300 4 6

上層路盤 2ｸﾞﾙｰﾌﾟ2層 上1下1

Ｍ－40 5,000 ㎡ 1,110 5 6

ＣＯ版　ｔ＝250㎜ 2ｸﾞﾙｰﾌﾟ2層 上7下7

曲4.5-6.5-40BB 4,900 ㎡ 222 22 31

すり付版（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） 65 上1下1

（上：表層、下：基層） 65 ㎡ 2,300 0 2

1 式 20

計画 現場閉所計画日数計○日
実施 現場閉所日数計○日

○／△

実施

○／△

実施

－

○／△

実施

○／△

実施

○／△

実施

工事用道路：資材運搬時には要調整

工事用道路：資材運搬時には要調整

工程に見込む作業不能日数

（休日：４０日、雨天・強風・降雪・波浪：２２日）

※工事に合わせて適宜項目を追加の上、ご活用ねがいます.

20

その他

2．関係機関等との協議の結果、工程に影響を受ける内容

森林管理署との所官換え協議 協議成立日　○／△

施
工
条
件
明
示
の
手
引
き

1．工程に影響を受ける他の工事

先に発注された工事
国道○○○号4号ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ下部工事
国道○○○号5号ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ下部工事

発注予定の工事 国道○○○号7号橋梁下部工事

その他、関連する工事 ○○○工事

共
用

週休２日（現場閉所）の
計画と実績

照査結果検討部会(工事連携会議)

施工条件確認部会

工事・事業情報共有部会

工程調整部会

設計変更検討部会

工事円滑化推進会議

条件明示検討部会

発
　
　
注
　
　
者

工　　種

準備工

道路土工

備考
実施工
日 数

所要
日数

30

路盤掘削

6月

10 20 30

7月

10

受
　
　
注
　
　
者

種　　目 数 量
単
位

日当り
施工量

舗装工

後片付け

発注者 北陸地方整備局　○○国道事務所 ○○年○月○日～○○年○月○日
　一般国道○○号　△△道路事業

受注者 （株）◇◇◇建設 当初工期

変更工期

○○年○月○日～○○年○月○日

工期：H26.5.4～H27.3.28 発注者：○○国道事務所 受注者：○○組

工期：H25.7.4～H27.3.28 発注者：○○国道事務所 受注者：○○組

「計画」欄に、現場閉所日を記載

（対応）

現場を閉所する日を塗りつぶす

計画欄に、現場閉所の計画日数計を記載

（対応）

計画日数の合計を記載

実施欄に、現場閉所の日数計を記載

（対応）

計画日数以上の現場閉所日数を確保でき

たかを確認

中

略
「実施」欄に、現場閉所した日を記載

（対応）

現場を閉所した日を塗りつぶす
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週休２日の取り組み内容一覧（発注機関別）
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赤色：特筆事項

整備局（H30.5） 新潟県（H31.1） 富山県（H31.4） 石川県（H30.10） 新潟市（H31.4）

週休２日
の考え方

週休２日を目標に４週８休以上
原則、
毎週２日の休日

原則、
毎週２日の休日

原則、土日を休日
原則、
毎週２日の休日

緩和措置
工事着手から現場完了日までの対象
期間での現場閉所日数が対象

ただしやむを得ず確保できない場合は
振替休日により４週６休相当以上とす
る

振替休日は、当該日を含む週及びそ
の前後の週に限定

振替休日も可能
ただしやむを得ず確保できない場合は
振替休日により４週６休相当以上とす
る

発注方式
・発注者指定方式
・受注者希望方式

・受注者希望方式
・発注者指定方式
・受注者希望方式

・発注者指定方式
・施工者希望方式
・その他

・受注者希望方式

対象工事
原則全ての工事
※供用時期、施工時間、施工法に特
別な制約があるものは除く

当初設計額が10百万以上の土木工
事
※発注者が適さないと判断したものは
除く

【発注者指定方式】
予定価格20百万以上
※現場条件に支障が無いこと、災害
復旧工事でないこと
【受注者希望方式】
試行対象外でも受注者が現場着工前
に希望した場合は試行対象とすること
ができる

【発注者指定方式】
当初設計額が60百万以上及び発注者
が指定した工事
【施工者希望方式】
発注者が指定した工事で契約後受注
者からの提案・協議を経てモデル工事
に変更する工事
【その他】
上記として発注していない工事におい
て受注者から希望があり協議が整っ
た場合、施工者希望方式ち同様の取
り扱いができる

当初設計額が10百万以上の土木工
事
※発注者が適さないと判断したものは
除く

補正対象

労務費
機械経費（賃料）
共通仮設費
現場管理費
４週８休・７休・６休

労務費
機械経費（賃料）
共通仮設費
現場管理費
４週８休・７休・６休

労務費
機械経費（賃料）
共通仮設費
現場管理費
４週８休・７休・６休

労務費
機械経費（賃料）
共通仮設費
現場管理費
４週８休

労務費
機械経費（賃料）
共通仮設費
現場管理費
４週８休・７休・６休

達成確認
現場閉所日数が対象期間×（６、７、８
日）／（２８日）以上

現場閉所日数が対象期間×（６、７、８
日）／（２８日）以上

現場閉所日数が対象期間×（６、７、８
日）／（２８日）以上

現場閉所日数が対象期間×（８日）／
（２８日）以上

現場閉所日数が対象期間×（６、７、８
日）／（２８日）以上

成績評価

加点有り
※４週８休以上は加点
※４週６休、４週７休の場合は加点無
し

加点有り
※工事現場、技術者が８日／２８日を
確保されている場合にそれぞれ加点
（４週６休、４週7休の場合は加点無し）

加点有り
※完全週休２日（土日）、週休２日相
当の場合で加点が異なる（４週６休の
場合は加点無し）

加点有り
※週休２日達成で加点

加点有り
※工事現場、技術者が８日／２８日を
確保されている場合にそれぞれ加点
（４週６休、４週7休の場合は加点無し）



9

「よくある質問・回答」 をＨＰに掲載 （週休２日）



詳細設計から工事施工までの流れ（概念フロー）
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詳細設計 契約手続 工事施工

目
的
物
・
工
法
比
較

新
技
術
活
用
抽
出

発注者指定（Ⅰ）型
※１つの新技術を特定し、
工事の特記仕様書に明示

発注者指定（Ⅱ）型

新技術導入促進（Ⅰ）型

（

選
定
比
較
表
の
再
設
定

）

工
事
設
計
審
査
・
施
工
条
件
検
討
部
会

新
技
術
活
用
計
画
書
作
成

新
技
術
活
用
実
施
報
告
書
作
成

工
事
成
績
評
定
で
加
点

★

の
み

施工者か
らの

提案★

■１つの新技術を特定

■複数の新技術を選定

（
特
定
さ
れ
た
新
技
術
の
再
確
認
）

入
札
契
約
手
続
運
営
委
員
会

入札

新技術
導入
促進

（Ⅰ）型
★

施工者
からの提

案★

■施工計画の提案
で１つに選択

発注者
指定

（Ⅱ）型

■受発注者協議
で１つに特定

□総合評価
（施工計画）の提案

□施工段階
（施工計画）の提案

事務所からの問い合わせや支援
（北陸技術事務所・本局）

歩掛作成支援 計画書・報告書作成支援

■：詳細設計段階で新技術活用の検討を実施した場合に適用

□：施工方法、資機材などの施工者自ら計画した提案によるもの

（当初の仕様決定における発注者の関与なし）

（（
特
記
仕
様
書
に
明
示
）

設
定
図
書
の
交
付

○ 新技術活用（発注者指定）に職員が具体に関わることを契機に、職員個々の技術力の向上と若手育成を図る。
→  設計業務担当者は工事発注者でもあることを自覚し、設計段階において新技術活用することを認識した上で、詳細設計業務に関与。
→ 設計条件（施工条件含む）を踏まえ、以下に示す順序に従い、検討に値する有用な新技術を選定。

事例集作成
（北陸技術・DB化）



84H30.2.26事務連絡「新技術導入促進のための工事発注
の運用について(通知）」より（H30版にリバイス）詳細設計から工事発注手続きの流れ（新技術活用パターン）
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【競争参加者が技術提案の中で選択】

◆ 技術提案（施工計画）は、新技術活用費用の計上は見込めない。新技術の活用を考慮

した施工計画の課題を設定。提案資料作成の一助として、新技術活用比較表を提示（設

計図書の参考資料）。新技術活用が施工計

画に適用する目的、期待される効果を評価。

※加算点１点あたりの価値（2億/（100+80）≒110万円）

◎想定内容；工事目的物（性能規定）

『新技術導入促進（Ⅰ）型』 総合評価落札方式

○施工能力評価型Ⅰ型の工事で、当該新技術の活用
を提案し、「有効な新技術の活用」には、加算点１点
（企業の施工能力等「新技術に対する取組」）を与える。

○その場合、従来の「当該工事全体としてＮＥＴＩＳ技
術活用の有無」は評価項目としない。

最適技術抽出の新技術

詳
細
設
計
段
階

工
事
発
注
前
段
階

○業務成果において、「新技術活用優位性*一覧表（新技術活用に関する比較表一覧表）」を作成。（H28より運用）

③目的物の品質・機能向上、施工性の向上の効果

②効果が期待できる

効果発現の期待ができるが、１つの技術に特定
できないもの。
【判断基準；経済性や所定の機能など。】

①目的物の品質・機能向上、施工性向上の効果がある

発注者として、総合的な判断から１つの技術に特定
できるもの。
【判断基準；経済性や所定の機能など。】

発注者指定（Ⅰ）型
※１つの新技術を特定し、
工事の特記仕様書に明示

新技術導入促進（Ⅱ）型

効果があり、かつ
経済性が優位な新技術

効果が期待できる新技術

※総合的にみて標準仕様に比して優位性はあるが、
コスト・経済性に劣るため、特定できていない。

発注者として、総合的な判断から１つの技術に特定できるもの。

※１

効果発現の期待ができるが、１つの技術に特定できないもの。
また、施工管理として、施工手間の効率化や省人化に寄与する。

※２

*新技術活用優位性の評価項目（業務成果）

経済性 工程
品質

出来形
安全性
施工性

環境

【新技術活用に関する比較表一覧表を作成】

○詳細設計段階において、工事施工時を勘案して活用可能なNETIS登録技術の妥当性を評価

新技術活用比較表がない
↓

発注者が新技術活用比較表を作成

新技術導入促進（Ⅰ）型

○詳細設計段階において、工事施工時を勘案して活用可能な
NETIS登録技術の妥当性を評価。

○受注者には『設計及び解析業務委託共通仕様書』、詳細設
計実施時の「詳細設計照査要領」により、徹底を図る。

○発注者は、詳細設計発注時の「条件明示チェックシート
（案）」による業務発注と設計業務で提案された新技術の是
非を判断。

H28年度以降の設計ストックH28年度以降の設計ストック

H27年度以前の設計ストックH27年度以前の設計ストック

【工事公告前に特定】

◆ 詳細設計段階において作成した新技術

活用比較表をもとに、工事発注前段階で

再確認後、一つに特定。その技術を仕様

書に技術名を具体に明示することで、

新技術活用費用は計上。）

◎想定内容；工事目的物、工法

発注者指定（Ⅱ）型

※画像処理の活用等を技術提案の１課題として求
める。トンネル及び鋼橋上部工事で試行（３工事）。【契約後、受発注者協議で特定】

◆ 詳細設計段階において作成した新技術

活用比較表を設計図書として提示し、相手

方との協議（技術の摺合せ）により、一つに

特定。（「設計変更の対象」と仕様書に明示

することで、新技術活用費用は計上。）

◎想定内容；工事目的物、工法

最適技術 or 複数技術抽出の新技術

施工者からの提案

【総合評価落札方式（施工能

力評価型）による提案】

→「新技術への取組」(加算点１点)

【工事施工段階で受注者から

の提案】

→工事成績評定で配慮

◎内容；仮設材、安全施設

複数技術抽出の新技術



国土交通省では、建設現場において男女ともに働きやすい環境とするため、ワーク・ライフ・バラン

スを推進できる環境整備を進めてきたところです。

建設現場においても、女性技術者等に不評であったトイレについて、平成28年10月1日以降に入札

手続きを開始する土木工事から「快適トイレ（女性も活用しやすいトイレ）」を原則化することとし、

「快適トイレ」の標準仕様を決定しました。

レンタルが中心の建設現場の仮設トイレが「快適トイレ」に変わることにより、災害時に避難所等に

持ち込まれる仮設トイレも変わるといった副次的効果も期待しています。

平成３１年度も継続し、原則、
全ての工事に導入

工事現場における環境改善 ～快適トイレ～
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工事現場における環境改善 ～快適トイレ～
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○対象額700万円を超え10億円以下の場合（補正例）

【条件】 直接工事費２億円の河川・道路構造物工事
①対象額：純工事費２１６，６１２，０００円（純工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額）
②施工地域：なし、③工期：３００日のうち、真夏日が５０日

【改定前】
現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値）
53,936,000 ＝ 216,612,000 ×（（２４．９０％ × １．０ ）＋ ０％ ）

【改定後】
現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値）
補正値 ＝ ５０日 ÷ ３００日 × １．２＝０．２０
54,369,000 ＝ 216,612,000 ×（（２４．９０％ × １．０） ＋ ０．２０％)

熱中症対策に資する現場管理費補正の導入等

現場管理費の対策

○工事現場の安全(熱中症)対策に係る費用とし、気候及び施工期間を考慮した現場管理費の補正を追加

対象工事・対象地域

○工事：主たる工種が屋外作業である工事 （工場製作工事は除く） ○地域：全国

補正方法

補正値（％）＝ 真夏日率※ × 補正係数 ※真夏日率 ＝ 工期期間の真夏日 ÷ 工期

・真夏日：日最高気温が３０度以上の日 ・工期：準備・後片付け期間を含めた工期 ・補正係数：１．２

対策費用として、現場管理費 約４３万円増

○補正は、工事期間中の日最高気温の状況に応じて変更時に補正する

14



【目的】
建設業の担い手の確保・育成のため、表彰により、若手技術

者のモチベーションアップを期待するとともに、表彰を通じて
、技術者の技術力の向上をサポートするため、北陸地方整備局
所管の工事施工や業務成果において、秀でた若手技術者を表彰
しています。

【表彰者】
平成３０年度は、平成２９年度に､完成した工事７３７件から

、４０才以下を対象として現場代理人６名と監理技術者４名、
業務９５２件から、４５才以下を対象として管理技術者５名の
計１５名を選定し、平成３０年１２月５日に表彰式典を挙行ま
した。

平成29年度完成業務 技術者年齢分析（管理(主任)技術者）平成29年度完成工事 技術者年齢分析（監理（主任）技術者、現場代理人）

○北陸・若手技術者賞の受賞は、１技術者、１回限り（また、過去も含め、優良工事（業務）技術者は対象外）
○選定は、「現場代理人」、「監理（主任）技術者」、「管理技術者」において各々５名程度を目安に、年齢、成績等
を総合的にみて決定

○優良工事表彰、安全優良受注者表彰等の選定作業を活用することにより、業務負担を軽減。 15

参考：受賞した若手技術者の年齢
現場代理人 29～37歳（平均34歳）
監理（主任）技術者 35～40歳（平均38歳）
管理（主任）技術者 36～44歳（平均41歳）

若手技術者の育成（若手技術者表彰）



「けんせつフェア北陸ｉｎとやま2019」 ～次世代へ、イノベーションをもたらす建設技術

開催日 ：令和元年10月2日(水)～3日(木)

開催場所：富山県産業展示館テクノホール
来場者数 : 目標約５,０00名（前回4,703名）
出展数：１５０者（期間・団体）
合同開催：令和元年度建設技術報告会

担い手確保

「合同企業セミナー」
（富山県内の建設関係企業）

富山県・石川県の技術系の学生（大学・高専・
高校等を約1,000招待予定

富山
初開催

けんせつフェア北陸イメージキャラクター
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○○工事 工期 20○○/○○/○○～20○○/○○/○○ (○○○日)

【全体工程表】

4/1 4/21 5/11 5/31 6/20 7/10 7/30 8/19

0 20 40 60 80 100 120 140

準備工

道路土工

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

舗装工

仮設工

後片付け工

「バーチャートは、土日、祝日、夏季休暇(3日)期間を控除して表示されますが、

3

№ 工種

1

2

4

5

6

0 29

準備工_30日

35 91

道路土工_57日

115 116

道路土工_2日

33 114

石･ﾌﾞﾛｯｸ積 (張)工 赤岩下流砂防ダム部_82日

92 95

舗装工_4日

30 68

仮設工_39日

96 110

仮設工_15日

117 136

8/13～8/15(3日):夏季休暇

後片付け工_20日

②工期設定支援システムで作成した工事工程表

※「維持工事や緊急対応工事等の工期が予め決められているもの、標準的な作業ではない工事、
システムを活用した工期が実態と合わないと想定されるもの」は別途作成した工程表とする。

設計

工事設計審査・施工条件検討部会

施工条件確認部会

入札・契約

公 告

・条件明示ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
・工事工程表

・条件明示ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
・工事工程表

H30試行

試行１

R1年度試行のフロー図

新規

①発注者が記載した条件明示チェックリスト

○影響を受ける工事の
有無、関連機関等との
協議状況等を特記仕様
書と併せて確認可能。

○その他にも、用地関
係、安全対策関係、工
事支障物等における施
工条件の確認が可能。

（土木工事条件明示の
手引き（案））

目的：適切な工期設定や円滑な施工の推進

契約後、週休２日の取組みを希望し、開示を希望した場合に①条件明示チェックリスト、②工事工程表の

２点を配布 ⇒ 週休２日（受注者希望方式）で試行予定 【新規】

【受注者希望方式】

工程調整部会

・条件明示ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
・工事工程表

タイミングの繰り上げ

※営繕工事除く

試行１

試行２

試行２

取組み希望
＋

開示希望

【発注者指定方式】

発注者分のみ記載したクリティカル工程共有表

新規

17

適切な工期設定に向けた工程情報の開示 令和元年度 新規取組

発注者が工事設計審査・施工条件検討部会で確認した①条件明示チェックリスト、②工事工程表の

２点を入札公告時に見積参考資料として開示

⇒ 週休２日（発注者指定方式）で発注する工事で試行予定（５０件程度を想定） 【新規】



＜一部変更指示書への概算金額明示＞
■H31.4から土木工事設計変更ガイドライン（案）に一部変更指示書へ概算金額を明示する旨を記載

・設計変更となった事例：４５→７６事例
・設計変更とならなかった事例：１２→２６事例

事例が多いほど適正な設計変更や協議の円滑化につながることから、土木工事設計変更
ガイドライン(案)事例集を７年ぶりに改訂

■概算額の取り扱い等※について、受発注者間に浸透させ、
Ｒ２年度以降は全ての工事で実施を予定

受発注者双方で引き続き活用し、工事の円滑な施工および設計変更を推進していく

■設計変更ガイドライン（案）の実効性を着実に向上させる
ため、約５０件の実効性検証工事に取り組む

工事円滑化推進会議
（設計変更等部会）

追加

概算金額明示のフロー

H30試行（34件）結果 ： 発注担当課の約６割が「やや負担」
理 由 ・資料作成の手間

・大幅な精算変更となった場合の調整が負担に

注）これ以外についてガイドラインに則って実施することを妨げるものではない

※参考額であり契約変更額を拘束するものではない。
※概算額作成にあたっては、見積り・設計業務等の成果・協会資料等も可能

■Ｈ３１．４に４５事例を追加して計５７→１０２事例に拡大

⇒協議から指示までの期間などを検証

○R１全ての本官工事
○各事務所４～２件 (総合事務所 工務２件、管理２件)

(単独事務所 工務１件、管理１件)
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一部変更指示書における概算金額の明示（実効性の向上） 令和元年度 継続



国土交通省では、施工体制の点検要領等を定め、各工事を担当する監督職員によって日頃から施
工体制の点検を行っているところですが、適正化法（平成13年4月施行）の趣旨の徹底をより一層図る
ため、平成14年度より毎年工事が本格化する期間に、稼働中の国土交通省直轄工事を対象に「施工
体制に関する全国一斉点検」を実施しています。

■〈全国一斉点検実施方法〉
(1)点検時期

工事が本格化する10月から12月を全国一斉点検期間とし、期間内に任意の実施日を定めて実施する。
(2)点検対象工事

平成28年5月31日以前契約工事では請負金額が2,500万円以上（建築工事においては5,000万円以上）、平成28年6月1日以降契
約工事では請負金額が3,500万円以上（建築工事においては7,000万円以上）の稼動中の工事の一部について点検を実施（監督体
制強化（重点監督）対象工事及び低入札価格調査対象工事を含む）。なお、低入札価格調査対象工事については稼働中の工事
（平成28年5月31日以前契約工事では請負額2,500万円（建築工事においては5,000万円）未満を除く、平成28年6月1日以降契約工
事では請負額3,500万円（建築工事においては7,000万円）未満を除く）の全てを点検対象とする。
(3)点検内容
<基本点検>[1]監理技術者等の配置状況、[2]施工体制台帳等の備え付け状況、[3]下請契約の締結状況
<一括下請点検>[1]元請負業者の下請施工の関与状況、[2]紛らわしい施工体系の点検
<下請業者点検>[1]下請の主任技術者の配置状況、[2]下請の主任技術者へのヒアリング

■平成２９年度における点検結果（北陸地方整備局管内）

①建設業法違反により許可部局へ通知が必要となる工事はなし。(平成２８年度点検と同様）

②点検実施した工事のうち１１工事１３件（平成２８年度６工事６件）の工事で軽微な改善すべき事項有り

（Ⅰ）基本点検 ７工事(平成２８年度３工事）

明確な工事内容で下請契約が行われていない等。

（Ⅱ）一括下請に関する点検 ６工事（平成２８年度３工事）

元請業者が下請施工の品質及び出来形確認を行っていることが一部確認できない等。

施工体制の一斉点検について
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北陸地方整備局

一般土木工事の標準的な構成割合 ※平成20年度 諸経費動向調査結果

調査内容と目的

実際の現場で共通仮設費・現場管理費がどれだけ必要なのかを調らべ、

積算基準に反映するための調査です。

運搬費
準備費
事業損失防止施設費
安全費
役務費
技術管理費
営繕費 現行の率式と乖離があれば

間接費の改定を行い、官積に反映する

品確法と建設業法・入契法等の一体的改正について（H26.6.4 交付・施行）

改正品確法では「発注者の責務」の１つとして担い手の育成及び確保に配慮した予定価格の作成が定めら

れています。 本調査は積算基準に施工の実態等を積算に反映し、適正な利潤の確保につなげる重要な調査

ですので、事実をありのままに記載をして下さい。

平成31年度土木工事積算基準等の改定

労務管理費
安全訓練等に要する費用
租税公課
保険料
従業員給料手当
退職金
法定福利費
福利厚生費

事務用品費
通信交通費
交際費
補償費
（外注経費）
工事登録等に要する費用
動力・用水光熱費

一般管理費等と外注経費は
会社単位で別に調査をします

諸経費動向調査について

20



北陸地方整備局

調査フロー

調査の対象

調査年度の竣工予定工事を対象とし、

①工種・価格帯ごとに一定数を確保するように対象工事を抽出しています。

②件数の少ない 海岸・橋梁・トンネル・公園・電線共同溝工事については全工事が対象です。

（北陸地方整備局では、砂防も全工事対象）

③政令指定都市のＤＩＤ地区での工事は全工事が対象

④点在積算・見積活用型積算方式での工事は全工事が対象

対象工事抽出

局

調査依頼

調査指示

調査表作成
（受注者用）

受注者

事務所
調査表作成

（発注者用）

事務所

提出
（工事完了後20日以内）

提出
（工事完了後30日以内）

本省へ提出
分析へ

局

調査表作成
（下請け用）

下請け

調査依頼 提出

対象工事については
監督職員を通じて
調査の指示

調査表の配布が
されます。

下請け業者の記入する
部分もあるので、

調査対象となった場合には
調整をして下さい。

諸経費動向調査について
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北陸地方整備局

元請の一般管理費等
下請の外注一般管理費等をチェック

契約額と調査表に記入された各項目の費
用との差額が表示されています。

極端に大きい・極端に小さい：
二重計上や計上漏れ、
桁間違い、千円単位になっていない

間違いがないか確認をお願いします。

未入力・エラーがないかチェック
ある場合には修正をお願いします。

Ⅲ 工事費内訳 注）消費税抜きで記入してください 金額単位：千円

元請外注
1 2 3 4

費　　目
元請+

元請外注
元　　請 合計

① 直接工事費 179,859 65,200 114,659 1,350 330 26,800 1,384

② 間接工事費 76,412 36,866 39,546 940 370 8,300 1,316

(１) 共通仮設費 14,665 12,240 2,425 0 0 955 0

(２) 補償費 0 0 0 0 0 0 0

(３) 現場管理費 61,747 24,626 37,121 940 370 7,345 1,316

レ 外注一般管理費等 14,600 14,600 694 146 2,753 441

(４) 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0

③ 外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値） 159,972 外注一般の計算値=> 694 146 2,753 441

④ 一般管理費等 自動計算値 = -38 -38 -38

⑤ 5,767 0 5,767 0 0 0 0

⑥ 別途調査等工事価格 0 0 0 0 0 0 0

⑦ 工事価格 262,000 262,000 159,972 2,290 700 35,100 2,700

⑧ 消費税相当額（下請欄は、下請工事価格の自動計算値 20,960 20,960 工事価格の計算値=> 2,290 700 35,100 2,700

⑨ 工事請負金額 282,960 282,960

機器間接費

技術者間接費
（電気通信設備工事の場合）

機器管理費
（電気通信設備工事の場合）

鋼橋等工場製作費
（電気通信設備工事の場合は、機器単体費）

調査にあたっての注意点

調査表への記入

ｼｰﾄ名 未入力の件数 エラーの件数 ｼｰﾄ名 未入力の件数 エラーの件数

一般事項 => 0 件 0 件

工期 => 0 件 0 件

施工分散 => 0 件 0 件

A-1票 => 1 件 0 件 A-①票 => 0 件 0 件

A-1'票 => 0 件 0 件

元請 ： 未入力・エラーの確認 下請 ： 未入力・エラーの確認

「確認」シート

「工事費」シート

元請）一般管理費等元請）一般管理費等

下請）外注一般管理費等下請）外注一般管理費等

諸経費動向調査について
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北陸地方整備局諸経費動向調査について

調査表への記入について不明な事がある

調査表には入力マニュアルも添付されています。

不明な点があれば確認をしてみてください。

それでも不明な事があれば

北陸地方整備局 企画部 技術管理課

（電話：025-370-6702 ＦＡＸ：025-280-8861）までお問い合わせ下さい。

ご不明な点があれば
お問合せください

提出後

提出後、発注者用調査表（官積算額）との比較をして、必要に応じて聞き取り調査が行われます。

開きがある場合、入力ミスはないか なにか理由があるか等が確認されます。

確認結果の例）

・共通仮設費 路上工事の日々回送で輸送費がかかった

安全施設の費用が多くかかった

・現場管理費 工期延伸で従業員給料・手当がかさんだ

・材料費 安価購入ができた

・労務費 施工環境が良く、効率よく作業できた
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北陸地方整備局施工合理化調査について（調査の概要）

施工合理化調査を基に土木工事標準歩掛を作成

土木工事標準歩掛
• 工事費用の算定に必要となる標準的な労務・資材・機械の所要量を「土木工事標準歩掛」として公表。
• 国、地方公共団体の積算において幅広く活用されている。
• 標準的な施工条件下での職種・規格・所要量を規定。施工形態の変化に応じて改定（調査）が必要。

①.直接工事費
（目的物の施工に直接必要な経費）

土木工事費の構成（積算体系）

②.間接工事費
（共通仮設費や現場管理費）

③.一般管理費
（会社の本支店での必要経費）

合計金額 =  請負工事費
（①+②+③） （積算価格）

直接工事費（歩掛）の構成例 （単位当り）

①材料
・コンクリート ○○m3
・鉄筋（SD 295A） ○○t

②労務
・世話役 ○○人
・普通作業員 ○○人
・特殊作業員 ○○人

③機械
・バックホウ（0.8m3） ○○日

諸経費の調査に基づき改定

諸経費の調査に基づき改定

材
料
費

労
務
費

直
接
経
費

資材単価
（市場価格・見積）

労務単価
（実態調査）

機械経費
（損料・賃料）

×

×

×

• 材料・労務・機械の所要量が歩掛。
• 施工合理化調査の結果を反映して作成。

各単価は
別途調査 24



北陸地方整備局施工合理化調査について（標準歩掛の制定・改定）

モニタリング調査 施工状況モニタリング調査

使用機械、編成人員、日当り施工
量の詳細について調査

標準歩掛 施工パッケージ歩掛

使用機械、編成人員、日当り施工
量の変動の有無を調査

施工合理化調査

上記の調査で変動のあった工種を対象に歩掛について詳細な調査を行う

詳細な解析により標準歩掛の制定・改定

毎年

翌年度

調査
年度

変動要因などを確認し、施工の実態から歩掛の改定を行う。

変動がある場合 変動がある場合

25



北陸地方整備局施工合理化調査について（調査表記入時の留意点）

調査表では、適用範囲、使用機械、使用材料、施工量、編成人員を記入。

10 / 31 11 / 1 11 / 2 11 / 4 11 / 5 11 / 6 /

8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 ： 48 ： 00

8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 ： 48 ： 00

8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 ： 48 ： 00

8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 ： 48 ： 00

： ： ： ： ： ： ： ：

8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 ： 48 ： 00

8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 ： 48 ： 00

8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 8 ： 00 ： 48 ： 00

： ： ： ： ： ： ： ：

： ： ： ： ： ： ： ：

延長（ｍ） 50m 高（ｍ） 4m 支間長（ｍ） 3.5m

様式-4　○○工 施工実態調査表 ① 資 料 番 号 記 入 し な い

②

施

工

条

件

等

施 工 区 間 番 号 1

○○種類 吹払式 ○○方式 連動型

作 業 月 日

計

日 施 工 延 長 (m) 150m 150m 100m 150m 200m 100m

施 工 障 害 の 有 無 なし あり あり なし なし あり

従来（標準）工法

新技術の使用状況
新 技 術 名 ○○工法

採 用 工 法 新工法 従来（標準）工法 従来（標準）工法 従来（標準）工法 従来（標準）工法

NETIS 番 号 HK-000000

作業時間 作業時間 作業時間 作業時間 作業時間 計

土木一般世話役 A③

労

務

施 工 職 種 名 略 称 作業時間 作業時間 作業時間

特殊作業員 B

普通作業員 C

④

機

械

・

器

具

機 械 ・ 器 具 名 機器番号 運転時間

普通作業員 D

⑤

材

料

・

消

耗

品

品 名 単 位 材料番号

運転時間 計

トラック（クレーン装置付き） 1

発動発電機 2

電動インパクトレンチ 3

運転時間 運転時間 運転時間 運転時間 運転時間 運転時間

使用量 使用量 計

レンチ 個 1 3 3 3 5 4

使用量 使用量 使用量 使用量 使用量 使用量

4 22

梯子 基 2 3 3 3 5 4 4 22

⑥

施

工

障

害

及

び

特

記

事

項

施工時間制約である ○ ○

現道上の工事で交通規制が必要 ○ ○

○

夜間作業である

ＤＩＤ区間である ○ ○ ○

人家連坦区間である ○ ○ ○

○

環境対策が必要

作業ヤード狭隘である

その他（具体内容）

構造物等の障害有り

現場が不連続である

施工概要
施工量

労務工数
編成人員

使用機械
稼働時間

使用材料
使用量

職種名

使用機械

①調査表記入（例：1日の作業を1列で記載する場合）

使用材料

作業時間

稼働時間

使用量

②調査データ集計・分析

施工障害など
施工障害
特筆事項

施工合理化調査の結果によって標準歩掛が決定されます。
適正な予定価格の設定、ひいては契約価格（適正な利潤の確保）につながります。
正確な調査（記入・確認）をお願いします ！！

世話役

16%

特殊作業員

57%

普通作業員

27%

○○工 職種構成

従来工法

67%

類似工法

27%

新工法

5%

不明

1%

○○工 工法別集計

9

5

3

24

8

0.28m3

0.45m3

0.6m3

0.8m3

1.0m3

0 5 10 15 20 25 30

○○工 使用規格別件数

施工内容分析 使用機械分析

○○工歩掛　（100m3当り）

諸 雑 費 機械損料及び運転経費の25% 式 1

ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転 ○○t吊 日 1.90

普 通 作 業 員 人 5.80

バ ッ ク ホ ウ 運 転 ○○m3 h 16.50

特 殊 作 業 員 人 2.10

名 称 規 格 単 位 数 量

土 木 一 般 世 話 役 人 2.50

○○工　日当たり施工量

50

150

Ａ 工 法

Ｂ 工 法

Ａ 工 法

Ｂ 工 法

500m3 未 満

500m3 未 満 30

区 分 Ｂ
500m3 以 上

区 分 工 法 施 工 量

区 分 Ａ

日 施 工 量 摘 要

適用範囲

　本資料は、区分A～BにおけるA工法及びB工法による
○○工に適用する。なお、××には適用しない。

・適用範囲
（工法、作業内容等）
・日（単位）歩掛

（労務・機械・諸雑費）
・日施工量

③歩掛作成

8

12

3

5 5

1

3
2

1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

日施工量（m/日）

○○工 日施工量別件数（件数）

施工量分析 労務編成分析
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北陸地方整備局
工事の平準化（工事発注サイクル見直しのイメージ）

工事の終期は３月末が多く、年度末に土休日施工（所定外労働時間）が増加する傾向。
工事において、当初予算からゼロ（国）債の活用が可能（H29年度～）。
事業内容に応じて、出水期前工期末（繰越）、降雪期前工期末（年内完成）を設定。
設計ストックの業務発注も含め、建設生産システム全体で施工時期の平準化を実現。

前 年 度 当 該 年 度 翌 年 度

下 期 上 期 下 期 上 期

工
事
上
半
期

発
注
パ
タ
ー
ン

河
川
・道
路

工
事
下
半
期

発
注
パ
タ
ー
ン

河
川
・道
路

工
事
下
半
期

発
注
パ
タ
ー
ン

砂
防

公

告

契

約

完

成

施工
発注

手続き
公

告

契

約

施工
発注

手続き

公

告

契

約

完

成

施工

発注
手続き

公

告

契

約

施工

発注
手続き

ゼロ（国）債
の活用

ゼロ（国）債
の活用

１１月

５月

施工
完

成

５月

公

告

契

約

完

成

施工

発注
手続き 公

告

契

約

施工

発注
手続き

１２月

施工 完

成

１２月

施工 完

成

１１月
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北陸地方整備局

○輪島道路

○砺波東バイパス

○水原バイパス

○大沢野富山南道路

２０２２年夏迄開通

２０１９年内開通

２０２２年夏迄開通

２０１９年内工事着手

○北陸特有の気候である「冬期降雪時の施工」や「年度末繁忙期の業務・工事集中」を避けるため、事業の進

め方改革を進めます

○取り組みの第一歩として、道路事業における開通時期等の表現を「年度」から「年（若しくは夏等）」 に見直し

ます

＜道路事業での事例＞

これまでの表現 見直し後

２０１９年度開通

２０２１年度開通

２０１９年度工事着手

（H31.3見通し公表）

○浦佐バイパス ２０１９年内工事着手２０１９年度工事着手

（石川県）

（富山県）

（新潟県）

（富山県）

（新潟県）

事業スケジュールの暦年化
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